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（
財
政
金
融
委
員
会
）

預
金
保
険
法
及
び
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
六
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
金
融
機
関
の
行
う
資
金
決
済
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
金
融
機
能
の
一
層
の
安
定
化
を
図
る

た
め
、
破
綻
金
融
機
関
に
係
る
資
金
決
済
の
確
保
に
関
し
資
金
決
済
に
関
す
る
預
金
者
そ
の
他
の
債
権
者
の
保
護
そ
の
他
所
要

の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
預
金
保
険
法
の
目
的
の
改
正

預
金
保
険
法
の
目
的
に
、
破
綻
金
融
機
関
に
係
る
資
金
決
済
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
加
え
る
。

二
、
決
済
用
預
金
の
全
額
保
護
等

１

為
替
取
引
等
に
用
い
ら
れ
、
か
つ
、
要
求
払
い
・
無
利
子
で
あ
る
預
金
に
つ
い
て
は
、
決
済
用
預
金
と
し
て
、
金
融
機

関
の
破
綻
時
に
預
金
保
険
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

）
が
、
そ
の
全
額
を
保
護
す
る
。

。

２

金
融
機
関
に
お
い
て
は
、
破
綻
し
た
場
合
に
決
済
用
預
金
の
円
滑
な
払
戻
し
等
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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三
、
仕
掛
か
り
中
の
決
済
の
履
行
確
保
等

１

金
融
機
関
が
破
綻
前
に
依
頼
を
受
け
た
振
込
等
、
仕
掛
か
り
中
の
決
済
の
結
了
を
可
能
と
す
る
た
め
、
仕
掛
か
り
中
の

決
済
債
務
を
全
額
保
護
す
る
。

２

機
構
は
、
仕
掛
か
り
中
の
決
済
の
結
了
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
破
綻
金
融
機
関
に
対
し
て
必
要
な
資

金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

金
融
機
関
間
の
決
済
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
仕
掛
か
り
中
の
決
済
を
結
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
機
構
が
２
の
貸

付
を
し
た
時
は
、
倒
産
手
続
に
お
け
る
相
殺
の
禁
止
等
の
例
外
と
し
て
、
相
殺
等
に
よ
る
清
算
が
で
き
る
。

四
、
流
動
性
預
金
の
全
額
保
護
に
係
る
特
例
措
置
の
延
長

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は

現
在
と
同
様

当
座
預
金

普
通
預
金
等
の
流
動
性
預
金
を
全
額
保
護
す
る

、

、

、

。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


